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根拠法  独立行政法人日本学生支援機構法（平成 15年法律第 94号） 

主務府省 文部科学省高等教育局学生・留学生課、文部科学省大臣官房政策課（評価

委員会庶務） 

設立年月日 平成 16年４月１日 

沿 革  昭18.10 財団法人大日本育英会 → 昭28.8 日本育英会 

昭32.3 財団法人日本国際教育協会 

     昭20.7 財団法人勤労学徒援護会 → 昭22.1 財団法人学徒援護会  

→ 平1.4 財団法人内外学生センター 

昭10.12 国際学友会 → 昭15.12 財団法人国際学友会 

昭31.6 財団法人関西国際学友会 

（*）→ 平16.4 独立行政法人日本学生支援機構 

目 的 教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等（大学及び高等専

門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。）の修学の援助を

行い、大学等（大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。）

が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について

支援を行うとともに、留学生交流（外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派

遣をいう。以下同じ。）の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等

において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う

豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進

に寄与することを目的とする。 

業務の範囲 １．経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、学資の貸

（*） 



与その他必要な援助を行うこと。２．外国人留学生、我が国に留学を志願する外国

人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給その他必要な援助を行うこと。

３．外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点とな

る施設の設置及び運営を行うこと。４．我が国に留学を志願する外国人に対し、大

学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程度を判定することを目的と

する試験を行うこと。 

 ５．外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。６．外国人留学生の寄宿舎を設

置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に対する助成

金の支給を行うこと。７．留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資

料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業を行うこと。８．

大学等が学生等に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相

談及び指導に係る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研

修を行うとともに、当該業務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供す

ること。９．学生等の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行

うこと。10．１～９の業務に附帯する業務を行うこと。 

 ○ 上記の業務のほか、上記の業務の遂行に支障のない範囲内で、上記３の施設を

一般の利用に供する業務を行うことができる。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ １００百万円 

＜国有財産の無償使用＞ なし 

 

 

 



＜予算計画＞                          （単位：百万円）  

 区   別 
中期計画予算 

（平成 21～25年度） 
平成 25年度予算 

収 

 

 

 

入 

借入金等 

運営費交付金 

高等学校等奨学金事業交付金 

国庫補助金 

  育英資金返還免除等補助金 

  留学生交流支援制度補助金 

 奨学金業務システム開発費等補助金 

施設整備費補助金 

受託収入 

貸付回収金 

貸付金利息等 

政府補給金 

事業収入 

雑収入 

計 

 7,316,640 

  98,778 
     111,462 

 30,895 

 15,226 

 14,433 

 1,235 

 － 

 835 

 2,168,142 

 133,534 

 218,192 

 6,881 

 10,011 

 10,095,368 

1,783,824 

13,922 

13,465 

10,515 

5,290 

5,225 

－ 

－ 

－ 

555,707 

33,437 

16,225 

816 

4,860 

2,432,770 

支     

 

 

 

出 

奨学金貸与事業費 

一般管理費 

うち、人件費（管理系） 

    物件費 

業務経費 

貸与事業を除く事業費 

うち、人件費（事業系） 

物件費 

 貸与事業業務経費 

特殊経費 

高等学校等奨学金事業移管業務費 

借入金等償還 

借入金等利息償還 

施設整備費 

留学生交流支援事業費補助金経費 

奨学金業務システム開発費等補助金経費 

受託経費 

計 

 4,914,861 

 12,557 

 5,849 

 6,708 

 94,611 

 66,748 

 16,759 

 49,988 

 27,863 

 8,502 

 111,462 

 4,593,260 

 351,656 

 － 

 14,433 

 1,235 

 835 

 10,103,413 

1,198,168 

2,325 

1,140 

1,185 

17,188 

11,185 

3,173 

8,012 

6,004 

 84 

    13,465 

   1,177,346 

    51,500 

      － 

     5,225 

      － 

      － 

 2,465,301 

＜短期借入金の限度額＞ ８４０，０００百万円（第二種学資金の財源） 

５，３００百万円（運営費交付金の受入れの遅延等） 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）遠藤 勝裕 （理事・定数４人以内・任期



２年）（理事長代理）德久 治彦、月岡 英人、山内 兼六、米川 英樹 （監事・定数

２人・任期２年）佐藤 正行、(非常勤)清永 秀一 

＜職員数＞ ７８９人 （常勤職員４７８人、非常勤職員３１１人） 

＜組織図＞ 

 

 

 

 

 

 監事事務局

監査室

監事 政策企画部

総務部

理事長 理事長 理事 財務部

代理 情報部

奨学事業本部
 政策企画委員会 奨学金事業部

債権管理部

留学生事業部

学生生活部

日本語教育センター

地方ブロック支部
(北海道支部、東北支部、関

東甲信越支部、東海北陸支

部、近畿支部、中国四国支

部、九州支部）



中期目標 

Ⅰ 中期目標の期間  

機構が実施する学生支援業務は、学資金の貸与や支給など、長期的視点に立って行われる必要があ

ることから、中期目標の期間は、平成21年４月から平成26年３月までの５年間とする。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

１ 共通的事項 

（１）透明性及び公平性の確保  

機構全体の業務について、透明性及び公平性の確保を図るため、法令、規程等を遵守し、適切

な運営を図るとともに、情報公開を適切に実施するための取組を推進する。  

（２）広報・広聴の充実  

事業全般にわたり、国内外の学生等に対する情報発信機能を強化する観点を踏まえ、広報・広

聴の充実を図る。  

（３）学生支援に関する調査及び研究の実施  

機構や国の施策等に反映させるため、学生の生活実態、奨学金貸与事業の実情、外国人留学生

の在籍状況など、学生支援に関する調査研究を、関係機関との連携を図りつつ実施する。  

 

２ 奨学金貸与事業  

（１）奨学金貸与の的確な実施  

教育の機会均等の観点から、意欲と能力がありながら、経済的理由により修学が困難な学生等

に対し、学生等の自立を支援し、修学環境を整えるため、教育事業として重要な奨学金事業を実

施する。また、この目的を十分踏まえ、真に支援を必要とする者の貸与が行われるよう、貸与基

準の厳格化とそれに沿った運用の徹底を図りつつ、以下の事業を推進する。  

① 適切な適格認定の実施  

真に支援を必要とする者に貸与を行う観点から、奨学生に対する適格認定に係る基準につ

いて一層の周知を図るとともに、奨学生への修学上の指導の徹底を大学等に要請し、適格認

定を厳格かつ迅速に行う。また、大学等から奨学生に対し適切な貸与月額を選択するよう指

導する仕組みを導入する。  

（２）返還金の回収強化  

奨学金貸与事業は、返還金をその原資の一部としていることから、返還金を確実に回収し、奨

学金貸与事業の健全性を確保する観点から、返還金の回収について、迅速かつ的確な現状把握と、

適切かつ厳格な回収を実施するための方策を講ずる。特に、延滞債権について回収の抜本的強化

を図る。また、総回収率（当該年度に返還されるべき要回収額に対する回収額の割合）を中期目

標期間中に82％以上にすることを目指し、返還金の回収促進策を推進する。  

その際、目標として設定した総回収率については、奨学金貸与事業の健全性を確保する観点か

ら、奨学金貸与事業の将来見通しを明らかにした上で、平成23年度までにその妥当性について検

証し、延滞債権に対する新たな財政負担の増加を抑制する。  

① 学校との連携強化  

学校との連携強化を推進し、奨学生の返還意識涵養のための指導等を徹底する。  

② 返還金回収の促進  

返還金回収強化の対策を促進する。 

また、返還金の円滑な返還を促進するため、リレー口座（口座振替）加入時期の早期化を

図り、新規返還開始者で95％以上、全体で80％以上とする。  

大学・大学院等に係る平成19年度末の３ヶ月以上の延滞額を３年間で半減することを目指

し、返還金回収方策の強化を図ることにより、前年度比15％以上削減するよう努める。  



③ 機関保証制度の運用  

機関保証制度の運用においては、代位弁済となる対象債権を確実に請求する。機関保証制

度について、学生等に対して適切に周知を図るとともに、同制度の収支の健全性を確保する

ため、毎年度その妥当性について検証する。  

（３）情報提供等の充実  

① 情報提供の充実  

奨学金の貸与及び返還に関する情報提供を、ホームページ等を活用し積極的かつわかりや

すく行う。  

② 諸手続きの厳正化  

より公正かつ適正な奨学金貸与事業を行うため、奨学金貸与、返還猶予、法的処理等の事

務の一層の厳正化を図る。  

（４）返還猶予・免除制度の適切な運用  

奨学金の返還猶予に関しては、適用基準の更なる具体化・明確化を図るとともに、返還免除に

関しても制度の適正な運用を図る。  

 

３ 留学生支援事業  

「留学生30万人計画」の実現に向け、日本留学に係る情報提供機能の強化、受入れ環境づくりの

推進等の役割を担うため、以下の事業を推進する。  

（１）留学生に対する支援  

大学等のグローバル化を一層推進する観点から、国費留学生、私費留学生、及び大学間交流協

定等に基づく短期留学生に対して、国や大学等との連携を密にしつつ、円滑に学資金の支給を行

う。  

また、学資金の支給の決定に当たっては、選考等を厳正に行うとともに、留学生の質の確保に

留意して行う。  

（２）外国人留学生に対する宿舎の支援  

① 国際交流会館等の運営  

国際交流会館等を運営し、外国人留学生が安心して勉学に励むための安全性の確保やサー

ビスの向上を図るとともに、地域の国際交流拠点として地域との交流事業を推進する。 

国際交流会館等については、大学・民間等への売却を進め、平成23年度末までに設置・運

営を廃止する。 

なお、売却が困難な国際交流会館等については、「独立行政法人の制度及び組織の見直し

の基本方針」（平成24年１月20日閣議決定。以下「制度及び組織の見直しの基本方針」とい

う。）において、「売却を進めている国際交流会館等のうち、やむを得ない事情により売却

が困難なものについては、廃止の進め方について現行中期目標期間終了時までに結論を得

る。」とされたことを踏まえ、引き続き売却に向けて努力するとともに、資産の有効活用の

観点から留学生宿舎として活用する場合、利用大学の運営へのより主体的な関与を得るよう

努めるなど、適切な措置を講ずる。 

② 留学生借り上げ宿舎等への支援  

外国人留学生のための低廉かつ良質な宿舎の確保のため、地方公共団体等が行う留学生宿

舎の建設等に対し、助成を行うこと、及び大学等の宿舎を安定的に確保するため借り上げ宿

舎支援事業を行う。  

地方公共団体等が行う留学生宿舎の建設等に対する助成は、平成21年度をもって廃止する。  

（３）日本留学試験の実施  

日本留学試験は、多くの大学等で外国人留学生の入学者選抜の一環として利用されるよう、試

験の公平性や信頼性を確保し、適正に実施する。また、外国人留学生の受入れを積極的に推進す

るため、海外における新たな国・地域での試験実施について取り組むとともに、利用者の利便性



の向上や一層の利用促進に取り組む。  

（４）日本語教育センターにおける教育の実施  

① 先導的・モデル的な日本語教育の実施を推進する観点から、日本語教育のモデルとなる質の

高い教育内容を提供する。また、日本語教育機関及び高等教育機関との連携による教材開発、

研修機会の提供等を積極的に実施する。  

② 国の要請に迅速に応えるべく、日本語教育部門については、私費外国人留学生に係る学生数

の縮小を図りつつ、高等専門学校又は専修学校への進学を希望する国費留学生及び外国政府派

遣留学生を中心に受入れを行うとともに、効果的・効率的な事業実施の観点から、その運営体

制の見直しを図る。  

③ 地域の国際交流拠点としての機能の発揮、資産の有効活用の観点から、地域との連携による

日本文化、事情等の理解を促進する取組等を実施する。  

（５）留学情報提供・相談機能の強化  

日本留学に係る情報発信機能等の強化及び日本人学生の海外留学を推進するため、留学情報セ

ンター等における我が国及び海外への留学に関する情報の収集・提供・相談の充実を図る。  

留学情報センターは、平成22年度中に廃止する。  

（６）外国人留学生等の交流推進  

① 外国人留学生と日本人学生との交流推進・相互理解の促進を図るため、国際大学交流セミナ

ー、国際シンポジウム等を実施する。  

② 東京国際交流館プラザ平成の会議施設については、平成20年４月から実施している市場化テ

ストの活用による経費の節減、稼働率の向上に努めるとともに、留学情報発信機能など、必要

な機能を維持しつつ、会議施設等の管理運営業務を廃止することとし、売却も含めた資産の有

効活用方策について関係機関と調整の上、それを踏まえ所要の措置を講ずる。  

（７）外国人留学生の就職支援  

外国人留学生の就職支援に資するため、大学等や企業、関係省庁等との連携を強化し、就職支

援に係る取組を推進する。  

（８）帰国外国人留学生に対するフォローアップ  

留学生交流の意義を高めるため、外国人留学生の帰国後のフォローアップを充実する。  

 

４ 学生生活支援事業  

（１）学生生活支援担当教職員に対する研修の充実  

大学等の自主的な取組を促すため、学生生活支援に関する喫緊の重要課題、かつ、各大学等に

おける取組が十分でなく公共上の見地から必要な事業内容に厳選して、関係機関と連携して実施

する。  

（２）学生生活支援に関する情報の収集・提供等の実施  

学生生活支援に関する情報について、各大学等の利用状況や要望を把握するとともに、効率

化・合理化・有用性の観点から、定期的に見直し、改善を図りつつ、収集・提供を行う。  

（３）心身に障害のある者への支援  

心身に障害のある者に関する大学等における支援状況及びニーズの把握を行うとともに、障害

学生修学支援ネットワーク事業等を推進する。  

５ その他附帯業務  

平成17年度入学生から都道府県に移管した高校生等に対する学資金の貸与事業について、既定の

方針に基づいて事業の円滑な実施に協力する。  

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項  

１ 業務の効率化  

（１）一般管理費等の削減  



組織・業務の徹底した見直し、効率化に努め、一般管理費（人件費を含み、公租公課及び土地

借料を除く。）は、平成20年度予算を基準として、中期目標期間中、16％以上、業務経費（人件

費を含み、奨学金貸与業務経費を除く。）に関しては、平成20年度予算を基準として、その９％

以上を削減する。  

また、奨学金貸与業務に関する費用については、返還金の確保等に最大限努めつつ、平成20年

度予算を基準として、中期目標期間中、返還金回収事務処理費等（ただし、奨学金貸与事務処理

費、奨学金業務システム運用経費及び平成21年度コールセンター開設及び運営経費を含む。）の

伸び率が期首要回収額の伸び率を下回ることとする。  

なお、人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成18年法律第47号）等を踏まえ、平成18年度以降の５年間で国家公務員に準じた人件費

削減を行うとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣

議決定）に基づき、人件費改革の取組を平成23年度まで継続するものとする。  

併せて役職員の給与について、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを行う。  

また、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定）に基づき、奨学金の回

収業務等の民間委託の結果を踏まえ、管理職を含め組織の簡素化を図りつつ、平成25年度までに、

前中期計画開始時の職員数と比べ、１割程度の職員数を削減する。職員の給与水準については、

「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づいた給与改革を進める。  

（２）外部委託等の推進  

効果的・効率的業務運営に資するため、奨学金の返還金回収業務をはじめとする各事業につい

て競争入札による民間委託を推進する。国際交流会館等の管理運営業務については、市場化テス

トの実施状況、検証結果を踏まえつつ、民間競争入札を更に推進する。また、国際交流会館等の

管理運営業務について、「独立行政法人日本学生支援機構の主要な事務及び事業の改廃に関する

勧告の方向性について」（平成18年11月27日）を踏まえ、今後の新設は停止することとする。現

存する施設については、国全体の留学生政策の動向を踏まえつつ、管理運営業務に係る一般競争

入札の導入による民間委託、市場化テストの活用等による経費の削減に努めるとともに、老朽化

した施設については順次廃止することとする。  

国際交流会館等については、大学・民間等への売却を進め、平成23年度末までに設置・運営を

廃止する。  

なお、売却が困難な国際交流会館等については、「制度及び組織の見直しの基本方針」を踏ま

え、引き続き売却に向けて努力するとともに、資産の有効活用の観点から留学生宿舎として活用

する場合、利用大学の運営へのより主体的な関与を得るよう努めるなど、適切な措置を講ずる。 

（３）入札・契約の適正化  

入札・契約の適正化を図るため、一般競争入札の範囲拡大や契約の見直し等を通じた一層の効

率化を図る。  

また、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、随意契約の

適正化を推進する。  

（４）業務・システムの最適化  

奨学金業務システムについて、国の行政機関の取組に準じて、業務・システムに関する最適化

を行う。  

 

２ 組織の効率化  

機構の中期目標・中期計画に掲げられた業務運営が最も効率的・効果的に行えるよう、民間委託

の推進の結果を踏まえた組織の簡素化を図るとともに、適切かつ柔軟な組織の構築及び職員配置を

図る。特に奨学金に係る返還金の回収強化を踏まえた効率的な組織・業務運営体制を確立する。  

 

３ 内部統制・ガバナンスの強化  



業務全般について、厳格かつ客観的な自己評価及び外部有識者による評価を実施し、その結果を

業務の改善等に資するとともに、内部統制・ガバナンスの強化に向けた体制整備などを実施する。

また、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、随意契約の適正

化を推進する。  

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項  

１ 収入の確保等  

（１）寄附金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適正な財務管理の実現を

図る。  

（２）財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を

図る。  

（３）奨学金貸与事業においては、財投機関債の計画的な発行等により適切な自己調達資金の確保に

努める。  

（４）国際交流会館等の館費及び日本語教育センターの入学金・授業料等については、機構の事業運

営における財源の一部として適切にこれを確保し、運営費交付金による収入と合わせて効率的な

予算執行に努める。  

（５）保有資産の有効活用に努めることにより、機構の事業運営における自己収入を適切に確保する。  

 

２ 奨学金貸与事業における適切な債権管理の実施  

独立行政法人会計基準に従い、適切な債権管理を行うとともに、貸倒引当金については、延滞状

況の推移を的確に把握し、適正な評価を行った上で、これを計上する。  

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項  

１ 施設及び設備に関する計画  

施設・設備の整備については、本部施設の整備を含め、長期的視点に立って推進する。  

２ 人事に関する計画  

機構の業務を適切に実施するために必要な人材の確保・育成と適正配置を図るとともに、各種事

業の民間委託の推進や組織の簡素化を図ることで職員数を削減する。 

３ 情報セキュリティ対策に係る計画  

情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化に取り組み、業務運営の効率化と情報セ

キュリティ対策の向上を図る。 

 



平成24事業年度

(単位:円)

資産の部

Ⅰ流動資産

現金及び預金 108,801,142,158

貸付金

第一種学資金 2,428,428,718,861

第二種学資金 5,286,962,970,626

貸倒引当金 △ 121,725,858,319 7,593,665,831,168

有価証券 56,899,049,337

前払費用 637,245

未収収益 926,938,491

貸倒引当金 △ 15,637,786 911,300,705

未収消費税等 51,451,200

未収金 347,738,441

7,760,677,150,254

Ⅱ固定資産

1. 有形固定資産

建物 39,563,829,678

減価償却累計額 △ 9,713,304,077

減損損失累計額 △ 352,506 29,850,173,095

構築物 114,491,990

減価償却累計額 △ 62,911,899 51,580,091

車両運搬具 6,890,809

減価償却累計額 △ 6,201,729 689,080

工具器具備品 2,476,227,284

減価償却累計額 △ 1,430,427,891

減損損失累計額 △ 2,876,694 1,042,922,699

土地 10,966,756,060

減損損失累計額 △ 1,333,622 10,965,422,438

建設仮勘定 112,988,148

42,023,775,551

2. 無形固定資産

借地権 5,450,587,495

ソフトウェア 1,712,965,512

電話加入権 5,395,000

7,168,948,007

3. 投資その他の資産

投資有価証券 22,238,427,422

破産再生更生債権等 50,169,168,911

貸倒引当金 △ 50,080,185,318 88,983,593

未収財源措置予定額 118,375,971,113

差入保証金 36,701,470

140,740,083,598

189,932,807,156

7,950,609,957,410

貸借対照表

(平成25年３月31日現在)

区分 金額

資産合計

固定資産合計

有形固定資産合計

流動資産合計

無形固定資産合計

投資その他の資産合計



負債の部

Ⅰ流動負債

運営費交付金債務 29,062,049

預り補助金等 693,670,185

預り寄附金 38,691,000

一年以内償還予定日本学生支援債券 160,000,000,000

一年以内返済予定長期借入金 873,051,000,000

未払金 1,497,575,823

リース債務 454,402,944

未払費用 7,169,046,432

前受金 443,299,903

預り金 273,477,602

仮受金 139,748,542

1,043,789,974,480

Ⅱ固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金 1,270,776,260

資産見返施設費 4,317,894

資産見返補助金等 931,580,284

資産見返寄附金 9,271,552

建設仮勘定見返運営費交付金 112,988,148 2,328,934,138

長期預り寄附金 1,244,803,277

日本学生支援債券 230,000,000,000

長期借入金 6,616,690,754,186

長期預り保証金 69,915,816

長期リース債務 363,327,264

6,850,697,734,681

7,894,487,709,161

純資産の部

Ⅰ資本金

政府出資金 100,000,000

100,000,000

Ⅱ資本剰余金

資本剰余金 △ 6,409,993,966

損益外減価償却累計額 △ 10,657,161,195

損益外減損損失累計額 △ 1,686,128

民間出えん金 58,801,272,617

41,732,431,328

Ⅲ利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 624,125,227

積立金 9,750,662,260

当期未処分利益 3,915,029,434

（うち当期総利益) (3,915,029,434)

14,289,816,921

56,122,248,249

7,950,609,957,410

貸借対照表注記
(1)
(2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額 10,228,975,000 円
(3) 運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額 249,778,382 円

負債合計

金額

資本金合計

資本剰余金合計

「貸付金」は、独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項に基づく奨学金貸与事業の貸付金を示しております。

区分

流動負債合計

固定負債合計

負債･純資産合計

利益剰余金合計

純資産合計



平成24事業年度

(単位:円)

経常費用
業務費

学資金貸与業務費 81,298,752,580
留学生学資金支給業務費 11,069,763,293
留学生寄宿舎運営業務費 688,260,208
留学試験業務費 460,832,045
日本語予備教育業務費 547,270,879
留学生交流推進業務費 402,943,455
研修・情報提供業務費 249,106,196
修学環境等調査研究業務費 87,028,205
高等学校等奨学金事業移管業務費 20,036,613,000 114,840,569,861

一般管理費 2,191,803,288

117,032,373,149

経常収益
運営費交付金収益 14,303,774,994
学資金利息 31,820,895,950
延滞金収入 4,319,024,757
留学生宿舎収入 418,802,595
日本語学校収入 295,045,471
日本留学試験検定料収入 290,246,462
その他事業収入 263,773,782
受託収入

その他受託収入 78,920,368
補助金等収益

高等学校等奨学金事業交付金収益 20,036,613,000
国庫補助金収益 4,641,068,466
政府補給金収益 6,776,733,893 31,454,415,359

財源措置予定額収益 36,573,311,904
寄附金収益 96,220,466
資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 327,018,546
資産見返施設費戻入 796,680
資産見返補助金等戻入 331,523,338
資産見返寄附金戻入 1,307,528 660,646,092

財務収益
受取利息 66,953,450
有価証券利息 305,730,962 372,684,412

120,947,762,612

経常利益 3,915,389,463

臨時損失

固定資産除却損 360,029 360,029

当期純利益 3,915,029,434

当期総利益 3,915,029,434

損益計算書

(自平成24年４月１日 至平成25年３月31日)

経常収益合計

経常費用合計

区分 金額



損益計算書注記

事業費内訳（主なもの） (単位:円)

区分 金額 区分 金額

学資金貸与業務費 留学生学資金支給業務費

支払利息 37,303,757,588 奨学金 10,922,742,000

返還免除損 32,605,545,565 人件費 66,523,514

貸倒引当金繰入 3,606,539,610 減価償却費 21,606,837

人件費 2,085,097,867 その他 58,890,942

減価償却費 1,060,789,270 計 11,069,763,293

その他 4,637,022,680

計 81,298,752,580 留学試験業務費

業務委託費 187,090,988

留学生寄宿舎運営業務費 人件費 69,923,061

会館運営業務委託費 187,947,117 諸謝金 51,022,750

業務委託費 159,244,676 支払賃金 47,111,623

支援金 123,796,324 通信運搬費 44,514,781

人件費 49,782,665 支払賃借料 31,074,146

光熱水料 47,923,655 減価償却費 1,001,190

維持修繕費 39,643,146 その他 29,093,506

減価償却費 19,555,139 計 460,832,045

その他 60,367,486

計 688,260,208 留学生交流推進業務費

人件費 149,118,582

日本語予備教育業務費 旅費 80,236,937

人件費 289,221,639 業務委託費 38,465,937

支払賃金 127,605,999 支払賃金 34,627,150

光熱水料 27,638,769 寄付金事業費(地域交流) 24,788,018

減価償却費 15,195,097 寄付金事業費(国際交流) 20,161,982

その他 87,609,375 減価償却費 8,634,798

計 547,270,879 その他 46,910,051

計 402,943,455

研修・情報提供業務費

人件費 176,976,613 修学環境等調査研究業務費

支払賃金 14,832,142 人件費 61,851,648

支払賃借料 13,999,116 支払賃金 6,783,087

減価償却費 6,825,976 業務委託費 6,036,268

その他 36,472,349 印刷製本費 4,902,242

計 249,106,196 減価償却費 1,018,149

その他 6,436,811

高等学校等奨学金事業移管業務費 計 87,028,205

高等学校等奨学金事業交付金 20,036,613,000

計 20,036,613,000 一般管理費

人件費 1,015,861,552

土地建物借料 479,397,841

公租公課 209,457,443

業務委託費 122,565,629

減価償却費 18,418,151

その他 346,102,672

計 2,191,803,288

＊独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第11条の２の規
定により、都道府県に対して、高等学校又は専修学校の高等課
程に入学する者に学資の貸与を行うための資金として支給して
おります。



 




